
Ａ－８ 空き家適正管理等に関する相談体制整備事業 

事業主体 島根県空き家管理等基盤強化推進協議会 

対象地域 島根県全域 

事業概要 

・島根県全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、県及び県下 19 市町、宅

地建物取引業協会、建築住宅センターと連携して整備。 

・総合相談窓口 1 箇所（建築住宅センター）、地域相談窓口 6 箇所（市町）、地

域の宅建センター5 箇所の計 12 箇所を設置し、全県の相談に対応。 

相談体制件数の目標 
空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

平成 25 年度の実績 ４件 １７０件 １７４件 

本事業期間内の成果 

（H27 年 2 月 27 日時点） 
３１件 ２５３件 ２８４件 

 

１．事業の背景と目的 

（１）島根県内の空き家の現状 

 住宅・土地統計調査結果によると、島根県内の空き家の現状は表 1のとおりとなっており、空き家数

が着実に増加している。平成２５年の調査結果では、住宅総数３０４，２００戸の内、４４，８００戸

が空き家となっており、空き家率は１４．７％に達している。 

表１ 県内の空き家の数について（資料：住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

     

（２）事業の目的 

県関係課、すべての市町村及び関係団体で構成する『島根県空き家管理等基盤強化推進協議会』が

事業主体となり、市町村を主体に関係団体が連携協力し、全県的な相談体制の構築を図ることとした。 

    図１ 島根県空き家管理等基盤強化推進協議会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査年 住宅総数 空き家 空き家率 

平成１５年 ２８３，５００戸 ３１，５００戸 １１．１１％ 

平成２０年 ２９５，８００戸 ４４，２００戸 １４．９４％ 

平成２５年 ３０４，２００戸 ４４，８００戸 １４．７０％ 
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２．事業の内容 

（１）事業の概要 

表２ 事業概要 

 

（２）事業の概要 

  交付決定（6月 2日）から事業終了までの間の事業の内容と手順は、以下のとおりである。 

 

図２ 事業工程表 

事業内容 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

①基礎調査          

②相談員の研修・育成          

③情報提供資料の作成          

④相談事務          

⑤島根県空き家管理等

基盤強化推進協議会 
 ●        

 

事 業 項 目 事 業 概 要 

①相談業務

に必要とな

る基礎調査 

1）空き家の相談事例の

収集 

・空き家管理等基盤強化推進協議会設立総会後、相談事例の収

集等を目的としたアンケート調査票を作成し、市町村の空き

家担当部局に送付して回答を得た。調査結果の整理・分析等

を実施した。 

2）解体業者等の業界団

体の把握 

・業界団体を把握し相談対応マニュアルに専門相談窓口として

相談内容別に一覧表を掲載した。 

②相談員の 

研修・育成 

1）相談マニュアルの作

成 

・マニュアル構成案を作成し、①－1）の市町村アンケートの

中で内容についての意見を照会した。この結果をもとに、Ｑ

＆Ａを含む相談マニュアル（案）を作成した。 

③空き家等

所有者への

情報提供に

資する資料

等の作成 

1）相談事例よりＱ＆Ａ

の作成 

・②‐１）相談マニュアルの作成に同じ 

2）ホームページでの公

開 

・作成した相談マニュアル（案）及び適正管理の啓発用チラシ

（案）の内容の一部をホームページで公開した。 

3）空き家所有者への普

及啓発資料作成 

・空き家の所有者に配布する啓発及び相談窓口周知用のチラシ

（案）を作成した。 

④相談事務の実施 
・市町村１９箇所、宅建センター５箇所、住宅センター１箇所

計２５箇所において、随時相談対応を実施した。 

⑤島根県空き家管理等基盤強化推進

協議会の開催 

・平成２６年７月１０日に、島根県空き家管理等基盤強化推進

協議会の第１回協議会を開催し、県内の空き家の実態等に係

る認識の共有化、市町村及び関係団体等が抱えている問題等

に係る意見交換、並びに今年度の事業内容の確認と事業実施

にあたっての連携協力体制を整えた。 
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（２）事業の内容 

 ①相談業務に必要となる基礎調査 

  １）空き家の相談事例の収集 

空き家相談マニュアル及び空き家所有者向けのチラシ作成にあたっての基礎的情報を得るため、

県内 19市町村の空き家関係課へアンケート調査を行った。 

アンケートの主な内容は、これまでにあった相談対応事例、市町村における空き家の適正管理、

活用、除却に係る制度概要や取り組み事例、専門的な相談があった場合に相談したい取次先とその

理由、とした。アンケートの回答は以下に示すとおりである。 

 

ⅰ)市町村に寄せられる相談 

  質問が多い順に表３に整理した。活用については、空き家利用者だけでなく空き家所有者からの

売却についての相談が多くあった。管理については、空き家の中でも危険空き家への対応に関する

相談が多くあり、除却については、業者紹介や、解体費用についての相談が多くあった。 

 

表３ 相談内容 

区分 具 体 的 な 相 談 内 容 

活用 

・空き家を寄付又は売りたい 

・空き家を紹介していただきたい 

・空き家を見学したいが、どのような手続きが必要か 

・空き家をバンク登録したいが、登録可能か、また家財道具はどうしたらよいか 

・山林及び農地も合わせて売買したい 

・家財道具や仏壇がある。撤去の仕方や費用、業者を教えていただきたい 

・空き家の町で買い取った物件の維持経費がかさんでいる 

・空き家の改修費用が予想以上にかかる 

・空き家バンク登録の際に売却金額や賃貸金額の相談 

管理 

・屋根瓦等の飛散のおそれ 

・敷地の雑草や樹木が生茂り、敷地外にはみ出し 

・サッシがなく防犯上よくない 

・瓦が落ちてきており危ない 

・空き家のゴミ処分等環境衛生について 

・空き家バンク成立物件の草刈りなどの維持管理（利用者の負担） 

除却 

・解体したいがどの業者にいえばよいかわからない 

・隣の家が崩れており撤去してほしいとの相談 

・危険家屋の解体費用が出せない 

・空き家の所有者が不明で、対処に苦慮する 

・空き家に動物が住みついている 

・空き家の管理が大変なため除却し更地にしたいが、除却費に対する補助はないか 
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ⅱ)空き家相談窓口の設置状況 

 アンケート調査の結果、すべての市町村で相談窓口が設置されていた。 

 １９市町村のうち空き家対策別に相談窓口を設置しているのは１３市町村、区分せずに１箇所の窓

口で対応しているのは６市町村で内訳は表４のとおりである。 

 

表４ 市町村における相談対応区分別窓口設置数 

区分 市町村数 市 町 村 名 

適正管理 12 
浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、安来市、美郷町、邑南町、

吉賀町、海士町、西ノ島町、隠岐の島町 

活 用 12 
浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、安来市、美郷町、邑南町、

吉賀町、海士町、西ノ島町、隠岐の島町 

除 却 13 
浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、安来市、飯南町、美郷町、

邑南町、吉賀町、海士町、西ノ島町、隠岐の島町 

ワンストップ 6 松江市、川本町、奥出雲町、津和野町、雲南市、知夫村 

 

ⅱ)市町村における空き家関連の支援制度と取り組み状況（適正管理、活用、除却） 

市町村における取り組みは、表５に示すとおり活用に係る取り組みが多く、内容は「空き家バンク」

が多いが、空き家の流通促進のための戸建賃貸住宅改修支援や中古住宅の取得支援（松江市）などの

ほか、川本町では「地域定住支援員」を配置するユニークな取り組みもみられる。空き家の管理につ

いては、条例で対応している例が多い。空き家の除却については、松江市・浜田市で空き家の除却補

助を用意している。奥出雲町では空き家を買取り改修の上、町営住宅として管理している。 

 

表５ 市町村の取り組み 

市町名 管理 活用 除却 

松江市 

・松江市空き家を生かし

た魅力あるまちづくり

及びまちなか居住促進

の推進に関する条例 

・空き家バンク 

・まちなか住宅団地整備補助制度 

・戸建賃貸住宅改修支援事業 

・中古木造住宅取得等支援事業 

 （改修） 

・中古木造住宅取得等支援

事業（解体） 

浜田市 
・浜田市空き家等の適正

管理に関する条例 

・空き家バンク事業 ・危険空き家除却促進事業 

・危険空き家対策事業 

出雲市  ・空き家バンク  

益田市 

 ・益田市空き家バンク制度 

・空き家バンク登録推進補助金 

・空き家バンク登録支援補助金 

 

大田市 

 ・空き家バンク制度 ・危険家屋の所有者に対し

安全措置の指導文書を

送付 

安来市 

 ・空き家バンク 

・空き家改修事業補助金 

・賃貸住宅家賃助成事業 

・中古住宅取得・除却支援事業 

 

江津市 
・空き家の適正管理にか

かる条例の制定 

・江津市空き家バンク制度  

雲南市  ・空き家バンク  

奥出雲町 

 ・空き家を町が買取り、改修をして、

戸建の町営住宅としている 

・空き家バンク制度 
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飯南町 

 ・飯南町定住促進空き家活用住宅の

設置及び管理に関する条例 

・飯南町空き家活用促進事業助成金 

 

川本町 

 ・空き家バンク 

・空き家改修補助金 

・地域定住支援員の配置 

 

美郷町  ・定住者用住宅改修事業  

邑南町 
・邑南町空き家等の適正

管理に関する条例 

  

津和野町  ・空き家バンク制度  

吉賀町 

 ・空き家バンク制度 

・空き家活用型移住促進住宅貸付事

業 

 

海士町 

  ・管理不全な状態の家屋に

おける、調査・指導・勧

告・措置命令等 

西ノ島町 
 ・西ノ島町定住促進空き家活用住宅

の管理運営に関する条例 

 

知夫村    

隠岐の島町 
 ・隠岐の島町定住促進空き家活用に

関する条例 

 

 

ⅳ) 専門的な相談があった場合に相談したい取次先とその理由 

 専門的な相談があった場合に相談したい取次先とその理由は、図２及び表６のようになった。ア

ンケート結果から市町村に空き家所有者から寄せられる相談は、解体費用など様々な内容であるこ

とが分かった。今まではその様な相談があった際に対応が難しかったが、専門相談窓口を設置する

ことで市町村も空き家所有者からの相談に対応しやすくなると考える。 

 

図２ 相談したい取次先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 相談したい取次先とその理由 

取次先 取 り 次 ぐ 理 由 

除 却 業 者 除却業者の紹介依頼、解体費用の見積相談 

不動産業者 売却・賃貸への相談、土地価格などの検証、不動産業者の紹介 

改 修 業 者 改修費用の見積り 

司 法 書 士 相続問題、財産放棄、法的措置への対応 

弁 護 士 相続問題、行政代執行や危険廃屋など法的措置への対応 

(市町村数) 
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２）解体業者等の業界団体の把握 

 市町村に空き家所有者から解体についてなど専門的な相談があった際に、取次が出来るように

業界団体の把握を行った。把握した団体を①売買・賃貸・維持管理に係る相談、②改修・リフォ

ーム・維持管理に係る相談、③除却に係る相談、④その他、⑤県外の相談窓口の５つに分けて相

談対応マニュアルに一覧表を掲載した。 

 また、空き家管理サービスを行っている業者の一覧表も相談対応マニュアルに掲載し、ホーム

ページにも地域別に掲載した。 

 

②相談員の研修・育成 

 １）相談マニュアルの作成 

 相談窓口の相談員が市町村職員や建築住宅センター職員、宅建センター職員などで相談対応スキルが

異なることから、それぞれの窓口で同様の対応ができるように、図３に示す構成で相談対応マニュアル

（案）を作成した。 

特に市町村担当者の知識向上にも役立つ利用しやすいものにするため、内容は、空き家に係る相談に

応じる際に、想定される相談事項とその対応の流れ、相談員が知っておくべき基礎的な知識の他、市町

村アンケートで収集した相談事例を基にＱ＆Ａを分かりやすく解説した。 

また、市町村において空き家の状況、相談が様々であることから、市町村へ配布し独自のマニュアル

作成のガイドラインとして活用できるようにした。 

 

 

 

 

  

図３ マニュアルの目次 
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２）マニュアルの使い方 

 第３章では、空き家に係る相談に応じる際に、想定される相談事項とその対応の流れ、相談員が知っ

ておくべき基礎的な知識、想定される相談内容との回答例で構成している。使い方は図４に示すとおり

である。 

 

図４ マニュアルの使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）マニュアルの内容 

  マニュアルの内容のうち、空き家の維持管理、改修・リフォーム、解体、売買、賃貸、寄付 

 財産相続及び苦情・要望についての内容は、図５～１４のとおりである。 

 

 

 

  

【基礎知識】 

相談員が持っておくべき最も基礎的な

知識を整理しています。巻末参考資料

に補足資料を掲載していますので、必

要に応じて参照してください。 

【相談事項と対応の流れ】 

想定される相談事項に対する対応の流

れをしめしています。専門相談先が見

てすぐにわかるようになっています。 

【Ｑ＆Ａ】 

想定される相談内容とその回答例を例

示しています。 

  

頁によっては、想定される相談内容を

以下に分けて掲載しています。 

・空き家所有者 

・地域住民 

・空き家利用希望者 

図６ 維持管理に関するＱ＆Ａ 図５ 維持管理に関する相談 
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図７ 改修・リフォームに関する相談 図８ 改修・リフォームＱ＆Ａ 

図９ 解体に関するＱ＆Ａ 図１０ 売買のＱ＆Ａ 
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図１１ 賃貸に関するＱ＆Ａ  図１２ 寄付に関するＱ＆Ａ 

図１３ 財産相続に関するＱ＆Ａ 図１４ 苦情・要望等に関するＱ＆Ａ 
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③空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

 ２）ホームページでの公開 

 昨年度開設した本事業のＨＰを更新した。更新の主な内容は、（島根県内の空き家の現状、事業の目

的、管理業者リスト等）を追加した。追加した内容については丸印で囲っている。 

 今後、完成したマニュアル等を掲載し、空き家の所有者等が空き家についての相談がしやすい環境を

整備する。 

  

図１５ 空き家ＨＰトップ            図１６ 島根県内の空き家の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 相談窓口                図１８ 空き家管理サービス業者一覧 
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３）空き家所有者への普及啓発資料作成 

市町村の空き家関係課へのアンケートで収集した相談事例を基に、空き家所有者へ適正管理の必要性

の呼びかけ及び相談窓口周知用のチラシ（案）を作成した。図１９の表面では、空き家所有者の方に空

き家が増加傾向にあることや、空き家の対策方法などを分かりやすく掲載し、図２０の裏面では各市町

村の相談先を掲載し、どこに連絡するかがすぐに分かるようにした。 

 

図１９ チラシ（案）表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２０ チラシ（案）裏面 
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④相談事業の実施 

 空き家相談窓口は、空き家相談の総合受付、一般的な相談対応及び専門相談窓口への取り次ぎ等の

業務を行う「一般相談窓口」、並びに不動産取引、改修・解体工事及び相続・登記等の専門的相談に対

応する「専門相談窓口」の２種類の相談窓口を県内各地に設置することとした。 

一般相談窓口については、昨年度は県の東西部と隠岐の３カ所に相談窓口を設置したが、今年度は

図２１及び表７のとおり、島根県内すべての市町村１９カ所（うちワンストップ窓口は６ヶ所）、宅建

センター５カ所及び建築住宅センター１カ所の計２５カ所（うちワンストップ窓口は１２ヶ所）に一

般相談窓口を設置し、空き家所有者、空き家所有者及び地域住民等から多様な相談に対応することと

した。 

また、専門相談窓口は、専門内容に応じて表８のとおり設置することとしており、連携の円滑化に

向けた調整を進めている。 

 

 

図２１ 島根県内の相談窓口 

 

 一般相談窓口は、地域住民に最も身近で相談しやすい市町村を「総合相談窓口」として位置づけ、

これを住宅センター及び宅建センターがフォローする制体とし、専門的な内容は専門相談窓口に円滑

に取り次ぐシステム（図２２）を県全体で構築する。 

相談対応は、面談、電話、メール、ＦＡＸ等の方法で受け付け、相談シートに記入して相談内容及

び対応状況等を記録するとともに、窓口相互に情報共有する仕組みを今後検討する。 

 

図２２ 相談窓口対応フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２５設置   ；建築住宅センター 

         ；宅建センター（浜田） 

         ；隠岐の島町 

Ｈ２６設置   ；宅建センター（松江、出雲、大田、益田） 

         ；全市町村（隠岐の島町を除く） 
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表７ 市町村総合相談窓口一覧表 

自治体名 担当部署名 連絡先 ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ窓口 

松江市 歴史まちづくり部都市政策課住宅政策係 0852-55-5099 ○ 

浜田市 地域政策部政策企画課 0855-25-9200  

出雲市 総合政策部縁結び定住課定住支援センター 0853-21-6629  

益田市 政策企画局 人口拡大課 0856-31-0173  

大田市 政策企画部地域振興課定住推進室 0854-82-1600  

安来市 定住企画課 0854-23-3059  

江津市 都市計画課 0855-52-2501  

雲南市 地域振興課 0854-40-1013 ○ 

奥出雲町 地域振興課 0854-54-2524 ○ 

飯南町 産業振興課 0854-76-2214  

川本町 まちづくり推進課 0855-72-0634 ○ 

美郷町 定住推進課 0855-75-1212  

邑南町 定住促進課 0855-95-1117  

津和野町 つわの暮らし推進課 0856-74-0092 ○ 

吉賀町 企画課 0856-77-1437  

海士町 建設課管理係 08514-2-1825  

西ノ島町 地域振興課定住促進係 08514-7-8777  

知夫村 観光振興課 08514-8-2211 ○ 

隠岐の島町 定住対策課定住対策係 08512-2-8570  

 

 

表８ 専門相談窓一覧表 

専門内容 関係団体名 専門内容 関係団体名 

売買・賃貸 (公社)島根県宅地建物取引業協会 改修・リフォーム (一社)島根県古民家再生協

会 

(公社)全日本不動産協会島根県本

部 

解体処分 (一社)島根県産業廃棄物協

会 

各地宅建センター その他 中国税理士会島根県支部 

改修・リフ

ォーム 

(一社)島根県住まいづくり協会 島根県行政書士会 

(一社)島根県建築技術協会 島根県司法書士会 

(一社)島根県建築士会 島根県土地家屋調査士会 

(一社)島根県建築事務所協会  
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１）相談実績 

相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数は、表１１のとおりである。相談窓口別の件数として

は、市町村及び宅建センターの実績はなく、すべて住宅センターの実績となっている。 

この理由としては、住宅センターは運営する空き家情報サイト“ゆ-あいしまね”や総合的な住宅相談

機関としての存在が広く県内外に認知されているのに対し、他の窓口についてはチラシ配布等の周知活

動が不十分であることや記録集計体制が整備されていないためであると考えられる。 

相談件数の傾向としては、相談者は空き家利活用希望者が約９割で、そのうち売買及び賃貸に関して

電話、メ－ルで相談されたものが約 7割を占めている。 

 

表１１ 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数   集計開始時期：平成 26年 6 月 2日 

 
相  談  方  法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他※4 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理 1 0 1 0 0 2 

売 買 4 6 0 1 3 14 

賃 貸 2 1 1 0 0 4 

解 体 0 0 0 0 0 0 

上記以外※2 1 0 0 1 0 2 

複 合※3 2 1 0 0 0 3 

小 計 10 8 2 2 3 25 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理 0 0 0 0 0 0 

売 買 1 0 1 1 1 4 

賃 貸 0 0 0 0 0 0 

解 体 0 0 0 0 0 0 

上記以外※2 1 0 0 0 0 1 

複 合※3 1 0 0 1 0 2 

小 計 3 0 1 2 1 7 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理 0 3 0 0 0 3 

売 買 14 62 3 10 0 89 

賃 貸 39 58 3 14 0 114 

解 体 0 0 0 0 0 0 

上記以外※2 0 3 0 4 0 7 

複 合※3 8 15 2 15 0 40 

小 計 61 141 8 43 0 253 

合 

 

計 

管 理 1 3 1 0 0 5 

売 買 19 68 4 12 4 107 

賃 貸 41 59 4 14 0 118 

解 体 0 0 0 0 0 0 

上記以外※2 2 3 0 5 0 10 

複 合※3 11 16 2 16 0 45 

計 74 149 11 47 4 285 

※ その他は、家族・友人、ＵＩタ－ン住宅相談員 
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相談者が相談窓口等を知った方法別の件数は、表１２のとおりである。 

表１１の全相談件数のうち、相談窓口で対応した件数が約８割、出前相談会等で対応した件数が約２

割となっている。 

相談窓口等を知った方法については、相談窓口対応２３７件のうち、ホームページが約７割、行政機

関及び連携団体が合わせて３割となっており、それ以外は僅かである。また、それを相談者の内訳別に

見ると県外者からの相談が約７割となっており、住宅センターの情報サイト及び総合相談の存在が県外

に広く認知されていることが分かる。 

出前相談会等における相談では、すべて連携団体からの紹介となっている。これは（公財）ふるさと

しまね定住財団が主催する県外のＵＩターンフェアに参加し、定住相談の一環として住宅希望者等に対

して空き家情報の提供や一般的な住宅相談を実施したものである。 

 

表１２ 相談者が相談窓口等を知った方法           集計開始時期：平成 26年 6月 2日 

 

相談者 

の内訳 

具体的な方法 

事業主

体等の

ホーム

ページ 

窓口周

知チラ

シ、パ

ンフレ

ット 

都道府

県・市

町村の

広報誌 

都道府

県・市

町村窓

口から

の紹介 

連携団

体から

の紹介 

開催し

た空き

家セミ

ナー、

勉強会

等 

新聞・

雑誌・

テレビ

等のメ

ディア

情報 

家族ま

たは友

人、Ｕ

Ｉタ－

ン住宅

相談員 

合計 

相

談

窓

口 

都道府県

内在住者 
55 1  13 2   2 73 

都道府県

外在住者 
105 2 5 18 33   6 169 

計 160 3 5 31 35   8 242 

出

前

相

談

会

等 

都道府県

内在住者 
         

都道府県

外在住者 
    47    47 

計     47    47 

 

  

２）相談事例 

 表１１の空き家所有者本人及び所有者本人以外の家族等からの相談の合計３１件の内、主な相談事

例は次のとおりである。 

 事例１、３、４については、県内、県外の相談者とも共通して、空き家を自ら管理をすることが大変

なため売却又は賃貸したいという相談であり、ＵＩターン相談員に対応をお願いしている。 

 事例２については、住まいの老朽化の問題、除却した場合の再利用の問題、Ｕターンした場合の就職

の問題が絡んだ複合的な相談であり、相談窓口でも対応に苦慮する事例である。 

 事例５については、空き家の雨漏りを修繕して貸し出す経済的な余裕がないため、これを入居者負担

で賃貸したいという相談である。県内には高齢者が所有する老朽空き家が多いため、このようなケース

が多いものと推測されるが、何らかの支援誘導策が必要であると考えられる。 
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表１１ 空き家管理に関する相談事例 あああき 

 相 談 者  

相 談 内 容 

 

相 談 対 応 相 談 者 

の 住 所 

空き家の 

所 在 地 

1 
県 外 

 

Ａ 市 

 

県内に所有する農地、山、古民家の維持・

管理がだんだん難しくなってきた。 

将来的には処分をしたいが、当分は賃貸で

空き家等貸したい。 

しまねＵＩタ－ン住宅相

談員を紹介して相談員が

現地確認 

相談対応を継続中 

2 
県 外 

 

Ｂ 市 

 

高齢の母が所有する住まいが県内にある。

水周りを改修したが雨漏りがひどく､維持

が難しい。 

町中なので解体して駐車場と考えたが立

地的に難しい。Ｕタ－ンして同居も考えた

が仕事がない。 

ＵＩタ－ン相談会（東京

会場）相談事例 

解決が難しい内容であり

対応に苦慮、状況を見て

Ｂ市又は住宅センタ－の

窓口に直接相談するよう

回答 

3 
県 外 

 

Ｂ 市 

 

県内に所有する空き家がある。 

帰省して空気を入れ替えたり、庭の手入れ

をしているが、管理が難しくなった。売却

を考えている。 

 

しまねＵＩタ－ン住宅相

談員が現地確認し、ＨＰ

情報サイト“ゆ-あいしま

ね”で公開、併せて松江

市の空き家バンクにも登

録（その後、Ｂ市内の方

が購入） 

4 
Ｂ 市 

 

Ｃ 町 

 

Ｃ町に所有する空き家（戸建て住宅）を地

元の方に借りて住んでいただいていたが、

管理が難しくなってきたので売却を希望

したい。 

 

 

 

 

Ｃ町在住のしまねＵＩタ

－ン住宅相談員が現地確

認し、ＨＰ情報サイト“ゆ

-あいしまね”で公開中 

5 
Ｂ 市 

 

Ｂ 市 

 

所有する空き家を誰か住んでもらいたい

が、雨漏りがするので入居される方が自由

に改修して欲しい。 

 

 

 

 

 

しまねＵＩタ－ン住宅相

談員が現地確認し、ＨＰ

情報サイト“ゆ-あいしま

ね”で公開中 

雨漏りがひどく、多額の

改修費用を要する物件 
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３）ＵＩターン希望者の定住件数 

 表１１の空き家利用希望者からの相談件数２５３件は、住宅センターの空き家情報サイト“ゆーあい

しまね”で公開した物件に対する相談となっている。このうち県外在住者からの相談で成約に至った件

数は、表１４のとおり４０件となっており、賃貸住宅（戸建てを含む）の割合が高くなっている。 

 これを、転入先地域別、世帯主の年齢別、相談ルート別に分類すると、表１５～１７のとおりである。 

 

表１４ 島根県内に定住したＵＩターン希望者の住宅種別 

住宅種別 賃貸住宅 売買住宅 宅地購入 合 計 

件 数 ２５ １５ ０ ４０ 

割 合 ６３％ ３８％ ０％ １００％ 

 

註）賃貸住宅２５件の内訳は、共同住宅入居１２件、戸建住宅入居１３件 

売買住宅１５件は、すべて戸建住宅 

 

表１５ 島根県内に定住したＵＩターン希望者の転入先地域 

転入先 
地 域 

松 江 
安 来 

雲 南 
奥出雲 

出 雲 大 田 江 津 益 田 隠 岐 合 計 

件 数 ２５ ４ ３ ３ ２ ２ １ ４０ 

割 合 ６３％ １０％ ８％ ８％ ５％ ５％ ３％ １００％ 

 

表１６ 島根県内に定住したＵＩターン希望者の年齢 

世帯主 

の年齢 
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 その他 合計 

件 数 ６ １２ ３ ４ ５ １ ９ ４０ 

割 合 １５％ ３０％ ８％ １０％ １３％ ３％ ２３％ １００％ 

 

表１７ 島根県内に定住したＵＩターン希望者の住宅相談先 

相 談 
ルート 

①相談員 ②市町村等 ③民間住宅 合計 

件 数 ２１ １１ ８ ４０ 

割 合 ５３％ ２８％ ２０％ １００％ 

 

注）相談ルート①；センターからＵＩターン住宅相談員を紹介して成約に至ったもの 

相談ルート②；センターから市町村又は公営住宅窓口に取り次いで成約に至ったもの 

相談ルート③；センターからＵＩターン住宅相談員を介して、他の民間業者の物件が 

成約に至ったもの 
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⑤島根県空き家管理等基盤強化推進協議会の開催   図２３ 設立総会及び第１回協議会の様子 

  平成２６年７月１０日、県内における空き家の適正

管理又は活用若しくは解体に係る施策の推進を図り、

魅力あるまちづくりと定住の促進に寄与することを

目的とした県関係課、全市町村及び関係団体が参加す

る「島根県空き家管理等基盤強化推進協議会」を設立

した。 

この協議会において、県内の空き家の実態等につい

ての認識を共有するとともに、市町村、関係団体等が

抱えている問題等について意見交換し、今年度の事業

内容の確認と事業実施にあたっての連携協力体制を

整えた。 

 

 

３．事後評価 

①相談業務に必要となる基礎調査 

市町村アンケートについては、市町村で実際にあった空き家の管理・活用・除却についての相談

事例や取り組み、マニュアルに入れて欲しい内容、協議会への期待、要望などを知ることができ、

チラシ及びマニュアル作成に大いに参考になった。 

 

②相談員の研修・育成 

今年度事業として、相談員マニュアルを活用した相談員研修を県内各地で実施する予定であった

が、記載内容の見直しとそれに伴う作業スケジュールの遅れ、また年末から年明けに掛けて関係者

の都合により十分な意見調整の機会が設けられなかったことなどの理由により、マニュアルを完成

することができず結果的に開催に至らなかった。 

相談対応マニュアル（案）については、相談対応の流れ、空き家対策の基礎知識及びＱ＆Ａを見

開きで分かりやすく掲載することとしており、はじめての相談員でも相談対応の方法が理解しやす

くスキル向上に役立つツールとなった。 

 

③空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

空き家所有者啓発用チラシを作成して関係機関及び空き家所有者等に配布する計画であったが、

相談対応マニュアルと一体的に作業を進めていた関係上、マニュアルと同様に年度内に印刷して配

布する状況に至らなかった。 

このため、チラシ（案）作成までの事業となったが、空き家所有者がとるべき対策や相談内容を

分かりやすく例示し、各地域の相談窓口の所在、連絡先も掲載するものとなったため、来年度から

意識啓発及び相談窓口の周知のための事業を実施するための準備としては十分効果があるものにな

ったと考えている。 

 

④相談事業の実施 

相談事業の実施については、住宅センターに相談が偏る結果となった。その理由は、住宅センタ

ーはこれまでＵＩターン者向けに空き家情報の収集と発信を行っており一般に広く周知されている

が、その他の相談窓口については、十分に周知されていないためではないかと考えている。 

今後は、空き家所有者への啓発用チラシの配布やＨＰ掲載等を通じて、市町村総合相談窓口及び

宅建センター相談窓口の周知に努めていく必要がある。 
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４．今後の課題 

①空き家相談体制の再構築 

   空き家等対策等の推進に関する特別措置法の施行に伴い、市町村によっては空き家対策に係る組

織改編又は担当部署の変更等がなされようとしている。これに伴って市町村の総合相談窓口を変更

する必要があるとともに、市町村からの専門相談窓口への取次が円滑に行われるよう、専門相談窓

口を設置する関係団体との連携強化をさらに図る必要がある。 

 

②空き家所有者の啓発及び相談窓口周知 

   空き家所有者啓発用のチラシを活用し、積極的に意識啓発及び窓口周知のための活動を展開する

ことになるが、チラシの効果的な配布方法について検討する必要がある。 

また、チラシの内容については、今回の作成案の他に、特定空き家所有者向けのものや維持管理

に係る一般知識の普及を目的としたものなど目的に応じて活用できるよう、複数のチラシを作成す

る必要があるものと考えている。 

 

③相談員の研修・育成 

  相談対応マニュアルを出来るだけ早く完成させ、当初の計画どおり、これを活用した市町村向け

の相談員研修会を県内各地で開催する。また、現行の相談シートを各相談窓口相互の情報共有と集

計がしやすいものに見直し、研修会で記載方法等の周知を図りたいと考えている。 

 

５．今後の展開 

  平成２７年３月１０日に第２回「島根県空き家管理等基盤強化推進協議会」を開催し、今回作成し

た相談対応マニュアル（案）及び空き家所有者啓発用チラシ（案）の内容及び配布活用方法等につい

て意見交換し、年度内にマニュアル及びチラシの印刷原稿を決定し来年度の準備をする予定である。 

また、今後の事業展開としては、上述の「今後の課題」について取り組むとともに、空き家等対策

の推進に関する特別措置法に基づく様々な施策が連携して推進されるよう、広域的な施策調整の場と

しての役割を担っていくことも検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成２６年３月２５日 

代表者名 空き家管理等基盤強化推進協議会 会長 吉田恭之 

連絡先担当者名 島根県建築住宅センター 飯田千晶 

連絡先 
住所 〒690-0883 島根県松江市北田町 35番地 3建築会館内 

電話 0852-26-4577 

ホームページ http://www.simajyu.jp 
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